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第２回南相馬市議会定例会市長提出議案の要旨 

 

平成２８年６月１５日提出 

 

Ⅰ 件数  ２９件 

【内訳】議案 １９件（条例関係 ７件、補正予算関係 ４件、その他８件） 
    報告 １０件（継続費の逓次繰越５件、予算繰越４件、専決処分の報告１件） 

 

Ⅱ 議案の要旨  

≪条例関係≫ 

議案第８３号 
南相馬市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の

一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第９条

第２項の条例で定める事務を追加するため、必要な改正を行うもの。 
 

【主な内容】 

１ 改正の概要 

  マイナンバーは、社会保障（介護保険、生活保護等）、税及び災害対策の３つの分

野において番号法で定められた法定事務で利用することができる。 

  地方公共団体は、番号法第９条第２項の規定に基づき、法定事務に準じた事務の

うち、条例で定める事務（独自利用事務）についてマイナンバーを利用することが

できることから、次の３４事務を追加するため、必要な改正を行うものである。 

  なお、３４事務については、市民の負担軽減及び事務の効率化が図られるもので

あって、次の基準により選定したものである。 

  ① 市民への金銭や物品等の支給や補助、貸付に関する事務であること。 

  ② 個人情報保護委員会が情報連携の対象となる独自利用事務の事例と示した事 

 務であること。 

③ 法定事務に関連が深い事務であること。 

NO 個人番号の独自利用を予定する事務 利用する特定個人情報 

１ 

南相馬市重度心身障がい者医療費の助成に関する条例

による重度心身障がい者に対する医療費の助成に関す

る事務 

地方税関係情報、生活保護関係情報、

障害者関係情報、医療保険給付関係情

報 

２ 

南相馬市在宅重度障がい者対策事業実施要綱による在

宅重度障がい者に対する治療材料等の支給に関する事

務 

生活保護関係情報、障害者関係情報、

障がい者日常生活用具給付等関係情

報 



 
傍聴者用資料  

2 

３ 
南相馬市人工透析患者通院交通費補助事業実施要綱に

よる障がい者の通院交通費の補助に関する事務 

地方税関係情報、生活保護関係情報、

障害者関係情報 

４ 

南相馬市身体障がい者用自動車改造費補助金交付要綱

による重度心身障がい者の自動車改造費の補助に関す

る事務 

地方税関係情報、障害者関係情報 

５ 

南相馬市重度身体障がい者タクシー運賃助成事業実施

要綱による重度身体障がい者に対するタクシー運賃の

助成に関する事務 

障害者関係情報 

６ 

南相馬市重度身体障がい者訪問入浴サービス事業実施

要綱による重度身体障がい者訪問入浴サービス事業の

実施に関する事務 

地方税関係情報、生活保護関係情報、

障害者関係情報 

７ 

南相馬市障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱

による障がい者等に対する日常生活用具の支給等に関

する事務 

地方税関係情報、生活保護関係情報、

障害者関係情報 

８ 
南相馬市障がい者等日中一時支援事業実施要綱による

障がい者等日中一時支援事業の実施に関する事務 

地方税関係情報、生活保護関係情報、

障害者関係情報 

９ 
南相馬市障がい者生活サポート事業実施要綱による障

がい者生活サポート事業の実施に関する事務 

地方税関係情報、生活保護関係情報、

障害者関係情報 

10 
南相馬市障がい者等移動支援事業実施要綱による障が

い者等移動支援事業の実施に関する事務 

地方税関係情報、生活保護関係情報、

障害者関係情報、自立支援給付関係情

報、介護保険給付等関係情報 

11 

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置につい

て（厚生省社会局長通知）による行政措置として日本

国民に対する生活保護に準じた取扱いによって実施さ

れている外国人の保護に関する事務 

住民票関係情報、地方税関係情報、生

活保護関係情報、障害者関係情報、自

立支援給付関係情報、介護保険給付等

関係情報、児童手当関係情報、児童扶

養手当関係情報、医療保険給付関係情

報、母子寡婦等給付金関係情報、特別

児童扶養手当関係情報、障害児福祉手

当等関係情報、養育医療給付等関係情

報、小児慢性特定疾病医療費関係情

報、療育給付関係情報、母子寡婦等資

金貸付関係情報、特定医療費関係情報 

12 

 

南相馬市社会福祉法人等による介護保険サービスに係

る利用者負担額軽減及び助成に関する要綱による介護

サービス等利用者負担軽減に関する事務 

地方税関係情報、生活保護関係情報、

介護保険給付関係情報、医療保険給付

関係情報 

13 
南相馬市高齢者にやさしい住まいづくり助成事業実施

要綱による高齢者の住宅改修資金の助成に関する事務 
住民票関係情報、地方税関係情報 
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14 
南相馬市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱によ

る高齢者に対する日常生活用具の支給等に関する事務 
住民票関係情報、地方税関係情報 

15 

南相馬市介護保険の訪問介護等に係る低所得者等の利

用者負担の軽減に関する要綱による低所得者等に対す

る介護サービス等利用者負担軽減に関する事務 

自立支援給付関係情報、介護保険給付

等関係情報 

16 

南相馬市マッサージ等施術費助成事業実施要綱による

70才以上の者又は身体障がい者に対する施術費の助成

に関する事務 

地方税関係情報、障害者関係情報 

17 

南相馬市紙おむつ・介護用品助成事業実施要綱による

高齢者に対する紙おむつ及び介護用品の購入費用の助

成に関する事務 

地方税関係情報、介護保険給付等関係

情報 

18 

南相馬市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例によ

るひとり親家庭及び父母のない児童に対する医療費の

助成に関する事務 

住民票関係情報、地方税関係情報、生

活保護関係情報、重度心身障がい者医

療費関係情報、子ども医療費関係情

報、医療保険給付関係情報 

19 
南相馬市子ども医療費の助成に関する規則による子ど

もの医療費の助成に関する事務 

住民票関係情報、地方税関係情報、生

活保護関係情報、重度心身障がい者医

療費関係情報、ひとり親家庭医療費関

係情報、養育医療給付等関係情報、医

療保険給付関係情報 

20 
南相馬市東日本大震災遺児等支援金支給条例による震

災遺児等に対する支援金の支給に関する事務 
住民票関係情報 

21 

南相馬市東日本大震災遺児等進学支援助成金交付規則

による震災遺児等に対する進学支援助成金の交付に関

する事務 

住民票関係情報 

22 

南相馬市ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格

支援事業実施要綱によるひとり親家庭の母又は父に対

する受講終了時給付金及び合格時給付金の支給に関す

る事務 

住民票関係情報、地方税関係情報、児

童扶養手当関係情報 

23 

南相馬市ファミリーサポートセンター利用者費用助成

金交付要綱によるひとり親家庭に対するファミリーサ

ポートセンター利用者費用の助成に関する事務 

住民票関係情報、地方税関係情報、児

童扶養手当関係情報 

24 

南相馬市子育て短期支援事業実施要綱による児童を養

育している保護者に対する子育て短期支援事業の実施

に関する事務 

住民票関係情報、地方税関係情報、生

活保護関係情報 

25 
南相馬市母子栄養食品支給事務取扱要綱による母子栄

養の支援を必要とする妊産婦及び乳児に対する栄養食

住民票関係情報、地方税関係情報、生

活保護関係情報 
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品の支給に関する事務 

26 

南相馬市看護師等修学資金貸与条例による看護師等の

養成施設に在学している者への修学に必要な資金の貸

与に関する事務 

住民票関係情報、地方税関係情報 

27 
南相馬市定住促進住宅条例による定住促進住宅及び共

同施設の管理に関する事務 

住民票関係情報、地方税関係情報、生

活保護関係情報、障害者関係情報 

28 

南相馬市東日本大震災による被災住宅再建支援事業補

助金交付要綱による住宅の再建を行う者に対する補助

金の交付に関する事務 

住民票関係情報、地方税関係情報 

29 

南相馬市子育て世帯及び若年夫婦世帯定住促進事業奨

励金交付要綱による子育て世帯及び若年夫婦世帯に対

する奨励金の交付に関する事務 

住民票関係情報、地方税関係情報 

30 
南相馬市育英資金貸付条例による育英資金の貸付けに

関する事務 
住民票関係情報、地方税関係情報 

31 
南相馬市大学一時金融資資金利子補給要綱による利子

補給金の交付に関する事務 
住民票関係情報、地方税関係情報 

32 

南相馬市要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給

要綱による就学困難な児童生徒の保護者に対する就学

援助に関する事務 

住民票関係情報、地方税関係情報、生

活保護関係情報、障害者関係情報、児

童扶養手当関係情報、年金給付関係情

報 

33 

学校教育法第81条第2項に規定する特別支援学級に就

学する児童若しくは生徒又は学校教育法施行令第22

条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは

生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務 

住民票関係情報、地方税関係情報、生

活保護関係情報 

34 
南相馬市私立幼稚園就園奨励費補助金交付規則による

私立幼稚園就奨励費補助金の交付に関する事務 
地方税関係情報、生活保護関係情報 

 

２ 施行日  平成２８年８月１日 

 

議案第８４号 
南相馬市農家高齢者創作施設ことぶき荘設置及び管理に関する条

例を廃止する条例制定について 

【趣旨】 

公の施設であることぶき荘を廃止するため、条例を廃止するものである。 
 

【主な内容】 

１ 施設概要 

   ・所在地   南相馬市鹿島区江垂字堂前４３番地の１ 
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   ・設置年月日 昭和５３年３月２９日 

   ・面 積   敷地面積 １，８９７㎡  床面積２５３．８６㎡ 

   ・用途等 

用途 構造 床面積 
集会所 鉄骨造平屋建 ２２２．３㎡ 
小屋 木造平屋建 ２４．０㎡ 

自転車置場 鉄骨造平屋建 ７．５６㎡ 
計 ２５３．８６㎡ 

 

２ 廃止の理由 

  ことぶき荘を利用していた団体のうち、施設の設置目的である農家高齢者の創作

活動及び地域文化の伝承活動を行う団体が、今年度から真野交流センターを利用す

ることから、設置目的に合致した利用がなくなる。また、当該施設は建築から３８

年が経過し、老朽化により修繕に多額の費用が掛かる見込みであることから、条例

を廃止するもの。 
  なお、施設の設置目的以外の使用として、特定非営利活動法人さぽーとセンター

ぴあ（自立研修所ビーンズ）が、障がい者の活動支援を行う目的で使用を行ってお

り、引き続き当該施設の使用を希望していることから、財産の無償譲与（議案第９

４号関係）を行うもの。 
  

３ 施行日 平成２８年７月１日 

 

議案第８５号 
南相馬市被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等の無

償貸付及び譲与に関する条例の一部を改正する条例制定について 

【趣旨】 

東日本大震災により被災した農業用施設等の復興再生を図るため、必要な改正を

行うもの。 
 

【主な内容】 

１ 改正の概要 

  農業用施設等の無償貸付の要件については、東日本大震災復興交付金制度におい

て地震と津波により自ら所有していた農業用施設及び農業用機械が流出又は損壊

した農業者等としていたが、福島再生加速化交付金制度を活用することよって原子

力災害により被災した農業用施設の整備及び農業用機械の導入に対する農業者等

への支援も対象となることから、必要な改正を行うもの（第１条及び第３条関係）。 

 

２ 施行日 公布の日 
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議案第８６号  

   ～    

議案第８９号 

専決処分の報告及びその承認について 

【趣旨】 

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、次のとおり４件の条例を専決処分

したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求めるもの。 

 

【専決第１０号 南相馬市税条例等の一部を改正する条例制定について 平成28年

3月31日専決】 

【趣旨】 

Ⅰ 専決処分の理由 

    地方税法の一部を改正する法律が平成２８年３月３１日に公布され、同年４

月１日から施行されることに伴い、同日から一部改正法を適用させる必要があ

るため、市税条例等の一部を改正する条例を同年３月３１日付けで専決処分し

たもの。 

○平成２８年度地方税制改正の趣旨 

平成２８年度地方税制改正においては、現下の経済情勢等を踏まえ、経済

の好循環を確実なものとする観点から成長志向の法人税改革等を行うととも

に、消費税率引上げに伴う低所得者への配慮として消費税の軽減税率制度を

導入。あわせて、少子化対策・教育再生や地方創生の推進等に取り組むとと

もに、グローバルなビジネスモデルに適合した国際課税ルールの再構築を行

うための税制上の措置を講ずるほか、震災からの復興を支援するための税制

上の措置等を講じたものである。 

 

 【主な内容】 

Ⅱ 改正の概要  

   (1) 独立行政法人等の統廃合に伴う文言整理（第５６条及び第５９条関係） 

     独立行政法人の組織の統廃合等により、条文中の「独立行政法人労働者健

康福祉機構」が「独立行政法人労働安全衛生総合研究所」との統合により「独

立行政法人労働者健康安全機構」が設立されたことから必要な改正を行うも

の。 

 

  (2) 新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者が
すべき申告の改正（附則第１０条の２関係） 

熱損失防止改修が行われた住宅等の固定資産税の減額に係る申告書の記 

載事項に、当該改修工事の費用に充てるために国又は地方公共団体から交付

を受けた補助金等を追加するもの。 
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(3) たばこ税に関する経過措置の文言整理（平成２７年条例 附則第４条関係） 

平成２７年の市税条例の改正において規定した市たばこ税に関する経過措

置の文言整理をするもの。 

 

  (4) 施行日 平成２８年４月１日 

 

【専決第１１号 南相馬市復興産業集積区域における市税の特例に関する条例の

一部を改正する条例制定について 平成28年3月31日専決】 

【趣旨】 

Ⅰ 専決処分の理由 

東日本大震災復興特別区域法第４３条の地方税の課税免除又は不均一課税

に伴う措置が適用される場合等を定める省令を改正する企業立地の促進等によ

る地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第２０条の地方公共団

体等を定める省令等の一部を改正する省令が平成２８年３月３１日に公布され、

同年４月１日から施行されることに伴い、同日から一部改正の省令を適用させ

る必要があるため、市復興産業集積区域における市税の特例に関する条例の一

部を改正する条例を同年３月３１日付けで専決処分したもの。 

 

【主な内容】 

Ⅱ 改正の概要 

（1）適用期限の延長（第２条関係） 

東日本大震災復興特別区域法第４３条の地方税の課税免除又は不均一課税

に伴う措置の適用期限が平成２８年３月３１日から平成２９年３月３１日（福

島復興再生特別措置法第７４条又は第７５条の規定により読み替えて適用する

場合にあっては平成３３年３月３１日）へ延長されたため、必要な改正を行う

もの。 

  （2）施行日 平成２８年４月１日 

 

【専決第１２号 南相馬市企業立地促進区域及び避難解除区域等における市税の

特例に関する条例の一部を改正する条例制定について 平成28年3月31日専決】 

【趣旨】 

Ⅰ 専決処分の理由 

福島復興再生特別措置法第２６条及び第３８条の地方税の課税免除又は不

均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令を改正する企業立地の促

進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第２０条の地

方公共団体等を定める省令等の一部を改正する省令が平成２８年３月３１日に

公布され、同年４月１日から施行されることに伴い、同日から一部改正の省令
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を適用させる必要があるため、市企業立地促進区域及び避難解除区域等におけ

る市税の特例に関する条例の一部を改正する条例を同年３月３１日付けで専決

処分したもの。 

 

【主な内容】 

Ⅱ 改正の概要 

（1）適用期間の延長（第２条及び第３条関係） 

福島復興再生特別措置法第２６条及び第３８条の地方税の課税免除又は不

均一課税に伴う措置の適用期限が平成２８年３月３１日から平成３３年３月３

１日へ延長されたため、必要な改正を行うもの。 

  （2）施行日 平成２８年４月１日 

 

【専決第１３号 南相馬市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定につい

て 平成28年3月31日専決】 

【趣旨】 

Ⅰ 専決処分の理由 

    地方税法の一部を改正する法律が平成２８年３月３１日に公布され、同年４

月１日から施行されることに伴い、同日から一部改正法を適用させる必要があ

るため、国民健康保険税条例の一部を改正する条例を同年３月３１日付けで専

決処分したもの。 
 

【主な内容】 

Ⅱ 改正の概要  

（1） 課税限度額の引上げ（第２条関係） 

基礎課税額に係る課税限度額を５４万円（改正前５２万円）に、後期高齢者

支援金等課税額に係る課税限度額を１９万円（改正前１７万円）に引き上げる

もの。 

区   分 改正後 改正前 

基礎課税額に係る課税限度額 ５４万円 ５２万円 

後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額 １９万円 １７万円 

 

（2）低所得者に対する軽減措置の拡充（国民健康保険税の減額措置に係る軽減判

定所得の算定方法の見直し（第２１条関係）） 

  ① ５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の基準額の引き上げ 

   国民健康保険税の減額の基準について、５割減額の対象となる所得を算定

する際、被保険者数（世帯内に特定同一世帯所属者がいる場合は、特定同一

世帯所属者の数との合計額）に乗ずべき金額を２６．５万円（改正前２６万

円）に引き上げるもの。 
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  ※特定同一世帯所属者 

   国民健康保険に加入したまま、７５歳を迎えることにより後期高齢者医療

制度へ移行した者 

改正後 改正前 

基礎控除額３３万円＋２６万５千円×

（被保険者数＋特定同一世帯所属者数） 

基礎控除額３３万円＋２６万円×（被

保険者数＋特定同一世帯所属者数） 

 

  ② ２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の基準額の引き上げ 

２割減額の対象となる所得を算定する際、被保険者の数に乗ずべき金額を 

４８万円（改正前４７万円）に引き上げるもの。 

改正後 改正前 

基礎控除額３３万円＋４８万円×（被保

険者数＋特定同一世帯所属者数） 

基礎控除額３３万円＋４７万円×（被

保険者数＋特定同一世帯所属者数） 

 

（3）施行日 平成２８年４月１日 

    ・適用区分 

     改正後の南相馬市国民健康保険税条例の規定は、平成２８年度以後の年度

分の国民健康保険税について適用し、平成２７年度分までの国民健康保険税

については、なお従前の例による。 

 

≪補正予算関係≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第９０号 

 

議案第９１号 

 

議案第９２号 

 

議案第９３号 

 

平成２８年度南相馬市一般会計補正予算について 

 

平成２８年度南相馬市国民健康保険特別会計補正予算について 

 

平成２８年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計補正予算について 

 

平成２８年度南相馬市後期高齢者医療特別会計補正予算について 
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≪その他≫ 

議案第９４号 財産の無償譲渡について 

【趣旨】 

ことぶき荘を無償譲渡するため、地方自治法第９６条第１項第６号の規定により

議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

１ 無償譲渡する建物の表示 

   所在地 南相馬市鹿島区江垂字堂前４３番地の１ 
   施 設   

用途 構造 床面積 評価額 
集会所 鉄骨造平屋建 ２２２．３㎡ ３，４７１，９４７円 
小屋 木造平屋建 ２４．０㎡ １０４，２２８円 
自転車置場 鉄骨造平屋建 ７．５６㎡ ０円 

計 ２５３．８６㎡ ３，５７６，１７５円 
   （敷地は民有地） 

２ 相手方 

南相馬市原町区上渋佐字原田９４番地の４ 
   特定非営利活動法人 さぽーとセンターぴあ 
   代表理事 青田 由幸 
 
 ３ 無償譲渡の理由 

   相手方の事業所「障害者福祉サービス事業 就労継続支援Ｂ型 自立研修所ビ

ーンズ」は、震災前、鹿島区内で小規模作業所を運営していたが、震災により活

動拠点施設が半壊したため、ことぶき荘を利用している。 

相手方からは、地域福祉の発展及び利用者が安心して通える居場所づくりのた

め、ことぶき荘の譲渡の申し出がされている。 

ことぶき荘の土地は、民有地であり、土地賃貸借契約書において「市が施設の

使用目的を廃止したときは、市が建設した建物を市負担で取り払い、土地所有者

に返還すること」又は「市が建設した建物を第三者に譲渡することを土地所有者

が承諾したときは、建物を取り払うことなく返還できる」とされている。 
土地所有者からは、建物を譲渡する場合、現在施設を利用する相手方であれば

建物の譲渡はやむを得ないとする申出書が提出されている。 
これらのことに鑑み、公益性のある団体である相手方へことぶき荘を無償譲渡

とするもの。 
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議案第 ９５号 訴えの提起について 

【趣旨】 

  南相馬市原町区高倉字西原１７９番１と南相馬市原町区高倉字西原１７９番２と

の境界を確定するため、地方自治法第９６条第１項第１２号の規定により、議会の

議決を求めるもの。 

【主な内容】 

①  事件名 
境界確定請求事件 

②  当事者 
原告 南相馬市 

  被告  

③  訴えの趣旨 
・南相馬市原町区高倉字西原１７９番１ 山林１７，６０２㎡は被告所有 

・南相馬市原町区高倉字西原１７９番２ 山林４１２㎡は原告所有 

上記の２つの土地は隣接している。 

市は、高倉ダム用水路を管理するため、昭和５７年福島県から南相馬市原町区

高倉字西原１７９番２を譲り受けた。 

公図記載によると、水路が被告所有の南相馬市原町区高倉字西原１７９番１の

土地に入り込んでいる形となっている。 

被告は、公図に記載された境界が正しい境界であるとして、原告の水路が被告

所有地を無断で使用していると主張し、また、被告所有の木材を水路脇に残置す

るなどしており、原告として水路を管理することに支障が生じている。 

これまで被告に協議の場を求めたが、協議に応じないことから、境界確定の請求 

を行うものである。 

④ 本件に関する取扱い 
本件の訴訟は、弁護士に委任するもの。 
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議案第９６号 工事請負契約の締結について 

【趣旨】 

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定

により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

契 約 の 目 的 市営陣ケ崎公園墓地整備事業公園整備工事 
施 工 場 所 南相馬市原町区上太田字陣ケ崎地内 

契 約 の 相 手 方 
南相馬市原町区橋本町一丁目５９番地 

滝建設工業株式会社 

契 約 の 金 額 ２８１，８８０，０００円 

契 約 の 方 法 制限付き一般競争入札 

工 期 契約締結日から平成２９年３月１７日まで 

 

 

議案第９７号 財産の取得について 

【趣旨】 
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決を求めるもの。 
 

【主な内容】 

取 得 の 目 的 作業用重機（モーターグレーダー）購入 

取得する動産及び

数量 
コマツ製 モーターグレーダー ＧＤ６７５－６ １台 

取 得 金 額 ２９，７００，０００円 

取 得 の 方 法 随意契約による買入れ 

納 期 契約締結日から平成２８年８月３１日まで 

取 得 の 相 手 方 
南相馬市原町区日の出町４１番地 
コマツ福島株式会社原町支店  
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議案第９８号 財産の取得について 

【趣旨】 
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決を求めるもの。 
 

【主な内容】 

取 得 の 目 的 南相馬市小中学校デジタル黒板等購入 

取得する動産及び

数量 

電子黒板 外 

（購入品明細は別紙１のとおり Ｐ２０） 

取 得 金 額 ７３，３２２，７１２円 

取 得 の 方 法 指名競争入札による買入れ 

納 期 契約締結日から平成２８年８月２４日まで 

取 得 の 相 手 方 
南相馬市小高区南町一丁目４１番地 
株式会社サトウ教材社 

 

 

議案第９９号 財産の取得について 

【趣旨】 
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定

により議会の議決を求めるもの。 
 

【主な内容】 

取 得 の 目 的 被災地域農業復興総合支援事業農業用機械購入 

取得する動産及び

数量 

トラクターほか３６件 

（購入明細書は別紙２-１、２-２のとおり Ｐ２１） 

取 得 金 額 ２１４，１６４，０００円 

取 得 の 方 法 指名競争入札による買入れ 

納 期 契約締結日から平成２８年８月３１日まで 

取 得 の 相 手 方 
南相馬市原町区高見町一丁目１２３番地の３ 
株式会社南東北クボタ原町営業所 
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議案第100号 財産の処分について 

【趣旨】 
市有地を工場用地として処分するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるもの。 

【主な内容】 

処分する土地の表示 

所 在 地 地 目 面積（㎡） 

南相馬市原町区雫字蛭沢１

７５番３ 
雑種地 ４，３３９．０１ 

南相馬市原町区雫字蛭沢１

７５番１７ 
雑種地 ２，３９９．８０ 

南相馬市原町区下太田字川

内３１０番３１ 
雑種地 ３，６７４．６９ 

南相馬市原町区下太田字川

内３１０番３２ 
雑種地 ４３３．３８ 

計 １０，８４６．８８ 

処 分 予 定 価 格 １００，３３３，６４０円 

処 分 の 相 手 方 
東京都目黒区目黒本町六丁目９番４号 
株式会社 井部製作所 

 

 

議案第101号 相馬地方広域市町村圏組合規約の変更に関する協議について 

【趣旨】 

相馬地方広域市町村圏組合の事務所の位置を変更する規約の変更を行うため、地

方自治法第２９０条の規定により、議会の議決を求めるもの。 
 
【主な内容】 
１ 改正内容（第４条関係） 

改正後 改正前 

福島県相馬市中村字北町６３番

地の３ 

福島県相馬市中村字大手先１３

番地 

 

２ 施行日 

  相馬地方広域市町村圏組合の規則で定める日 
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≪報告≫ 

報告第２号 平成２７年度南相馬市一般会計継続費の逓次繰越しの報告について 

【趣旨】 

地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、平成２７年度南相馬市一般会

計予算の継続費のうちから、平成２８年度へ逓次繰越しをしたので、同項の規定に

より報告するもの。 

【主な内容】 

繰越事業 植物工場整備事業ほか （全７事業） 

繰 越 額 3,272,779,976円 

 

 

報告第３号 平成２７年度南相馬市一般会計繰越明許費の繰越しの報告について 

【趣旨】 

地方自治法施行令第１４６条第１項の規定により、平成２７年度南相馬市一般会

計予算の繰越明許費に係る歳出予算の経費を平成２８年度へ繰り越しをしたので、

同条第２項の規定により報告するもの。 
【主な内容】 

繰越事業 情報セキュリティ対策事業ほか （全３９事業） 

繰 越 額 5,424,880,000円 

 
 

報告第４号 平成２７年度南相馬市一般会計事故繰越しの報告について 

【趣旨】 

地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、平成２７年度南相馬市一般会

計予算のうちから平成２８年度へ事故繰越しをしたので、同項の規定により報告す

るもの。 
 
【主な内容】 

繰越事業 林道維持管理事業ほか （全８事業） 

繰 越 額 391,115,186円 
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報告第５号 
平成２７年度南相馬市工場用地等整備事業特別会計継続費の逓次

繰越しの報告について 

【趣旨】 

地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、平成２７年度南相馬市工場用

地等整備事業特別会計予算の継続費のうちから、平成２８年度へ逓次繰越しをした

ので、同項の規定により報告するもの。 

【主な内容】 

繰越事業 渋佐・萱浜工業用地造成事業 

繰 越 額 16,150,670円 

 

 

報告第６号 
平成２７年度南相馬市宅地造成事業特別会計継続費の逓次繰越し

の報告について 

【趣旨】 

地方自治法施行令第１４５条第１項の規定により、平成２７年度南相馬市宅地造

成事業特別会計予算の継続費のうちから、平成２８年度へ逓次繰越しをしたので、

同項の規定により報告するもの。 

【主な内容】 

繰越事業 宅地造成事業 

繰 越 額 47,350,830円 

 

 

報告第７号 
平成２７年度南相馬市亜炭鉱害復旧施設維持管理事業特別会計事

故繰越しの報告について 

【趣旨】 

地方自治法施行令第１５０条第３項の規定により、平成２７年度南相馬市亜炭鉱

害復旧施設維持管理事業特別会計予算のうちから、平成２８年度へ事故繰越しを

したので、同項の規定により報告するもの。 

 

【主な内容】 

繰越事業 水処理施設管理一般経費 

繰 越 額 9,821,520円 
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報告第８号 平成２７年度南相馬市水道事業会計予算繰越しの報告について 

【趣旨】 

地方公営企業法第２６条第１項の規定により、平成２７年度南相馬市水道事業会

計予算のうちから平成２８年度へ繰り越しをしたので、同条第３項の規定により報

告するもの。 
 

【主な内容】 

繰越事業 改良工事事業 

繰 越 額 17,885,000円 

 

 

報告第９号 
平成２７年度南相馬市病院事業会計継続費の逓次繰越しの報告に

ついて 

【趣旨】 

地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定により、平成２７年度南相馬市

病院事業会計予算の継続費のうちから、平成２８年度へ逓次繰越しをしたので、同

項の規定により報告するもの。 
 

【主な内容】 

繰越事業 脳卒中センター整備事業 

繰 越 額 955,207,000円 

 

 

報告第１０号 
平成２７年度南相馬市下水道事業会計継続費の逓次繰越しの報告

について 

【趣旨】 

地方公営企業法施行令第１８条の２第１項の規定により、平成２７年度南相馬市

下水道事業会計予算の継続費のうちから、平成２８年度へ逓次繰越しをしたので、

同項の規定により報告するもの。 
 

【主な内容】 

繰越事業 公共下水道事業計画変更業務委託 

繰 越 額 15,000,000円 
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報告第１１号 専決処分の報告について 

【専決第１４号 工事請負変更契約の締結について 平成２８年３月３１日専決】 

１ 専決処分の理由 

平成２７年第５回南相馬市議会定例会で議決を経た工事請負契約について、契

約内容の一部に変更が生じたため、平成２８年３月３１日付けで専決処分したも

の。 

２ 変更契約の内容 

契 約 の 目 的 
社会資本整備総合交付金事業（復興）河川改修（準用河川北

原川）工事 
施 工 場 所 南相馬市原町区萱浜字東蔵前地内外 

契 約 の 相 手 方 
南相馬市原町区東町三丁目４１番地 
東北建設株式会社 

契

約

金

額 

変 更 前 １６８，４８０，０００円 

変 更 後 １６７，５３５，０００円 

減額する額 △ ９４５，０００円  

 

○主な変更内容 

 項  目 内  容 

 運搬費の数量変更 

工事用道路工に使用する敷鉄板について、後続の工事に

おいても引続き使用するため、当初計上していた敷鉄板

の撤去及び撤去後の運搬費用の減 

      【変更前】       【変更後】 

・敷鉄板  設置・撤去        設置 

・仮設材の運搬費及び積込み（敷鉄板） 

       往復分         片道分 
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【専決第１５号 損害賠償の額の決定及び和解について 平成２８年６月９日専決】 

１ 損害を賠償し和解する相手方の住所及び氏名 

 
     
２ 損害賠償の額 

    １２０，３００円 
     うち保険等により補てんされる額 １２０，３００円 
     市が自ら負担する額             ０円 
３ 損害賠償の理由及び和解の内容 

   平成２８年４月１５日午後２時４０分頃､原町区錦町二丁目地内の駐車場にお

いて、公用車を駐車し、運転席側ドアを開けた際、ドアが強風にあおられ、公用

車の右隣に停車していた相手方車両の右ドアに接触し、損傷させたもの。 

損害賠償の額は上記のとおりとし、各当事者とも将来にわたり一切の異議申立て、請

求、訴訟等は行わないことで和解する。 
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                                  別紙１ 
議案第９８号 財産の取得について 

南相馬市小中学校デジタル黒板等購入明細書 

品 名 型 式 等 数量 

６５Ｖ型電子黒板 

（ハイスタンド） 
パイオニアＶＣ株式会社 ＣＢＳ‐ＬＣＶ６５Ｈ３ １５１ 

ＨＤＭＩケーブル３ｍ サンワサプライ株式会社 ＫＭ‐ＨＤ２０‐３０Ｈ １５１ 

ОＡタップ 

４個口 ５ｍ 
サンワサプライ株式会社 ＴＡＰ‐Ｎ３４５０ＭＧＮ １５１ 

エアステーション 株式会社バッファロー ＵＴＸ‐ＡＧ３００／Ｃ １５１ 

ＤＶＩ⇔ＨＤＭＩ 

変換コネクタ 
サンワサプライ株式会社 ＡＤ‐ＨＤ０１ １５１ 

１５．６型ノートパソコ

ン 
日本電気株式会社 ＰＣ‐ＶＫ２０ＥＡＮＥＮ １５１ 

OfficeProPlus 2016 JPN 

OLP NL Acdmc 
マイクロソフト ７９Ｐ‐０５５４０ １５１ 

セキュリティワイヤー サンワサプライ株式会社 ＳＬ‐５７ ３０２ 

パソコンラック サンワサプライ株式会社 ＰＲ‐８ １５１ 

モバイル型書画カメラ 株式会社エルモ社 ＭО‐１（ＷＨ） １５１ 

ＨＤＭＩマイクロケーブ

ル ２ｍ 
サンワサプライ株式会社 ＫＭ‐ＨＤ２３‐２０ １５１ 

合    計 １，８１２ 
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別紙２-１ 

議案第９９号 財産の取得について 

被災地域農業復興総合支援事業農業用機械購入明細書総括 

用 途 機 種 名 件数 

農用トラクター トラクター 2 

耕うん用機械 

（アタッチメント） 
ロータリー 1 

砕土整地用機械 

（アタッチメント） 
スタブルカルチ、整地用機械関係 2 

施肥・播種用機械、関連機器 

（アタッチメント） 
マニュアスプレッダー 1 

栽培管理用機械 散水機 1 

防除用機械 動力噴霧機 3 

米麦用収穫、乾燥機械・施設 自脱型コンバイン、普通型コンバイン、乾燥機関係 13 

飼料生産用機械、施設 

（アタッチメント） 
デッタレーキ、ヘイベーラー、ベールラッパー 3 

運搬用機械 

（アタッチメント等） 
フロントローダー、汎用トレーラー、運搬車 7 

その他 

（芝草関連機械） 
芝刈機、芝切機、集草機、コンベア 4 

合 計 37 
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別紙２-２ 

議案第９９号 財産の取得について 

被災地域農業復興総合支援事業農業用機械購入明細書 

機 種 名 型 式 等 件数 

トラクター（車輪型） 株式会社クボタ ＫＬ３１ＲＦＭＡＮＷＦ７Ｃ 1 

トラクター（車輪型） 株式会社クボタ ＭＲ９７ＱＭＡＸＷＵＲ２ 1 

ロータリー 小橋工業株式会社 ＦＴＶ２４０Ｔ－４Ｌ 1 

スタブルカルチ スガノ農機株式会社 ＳＣ８ＰＳＬ 1 

整地用機械関係 松山株式会社 ＨＲＧ２０２０ＢＫＡ 1 

マニュアスプレッダー 株式会社ＩＨＩスター ＴＭＳ２０９０Ｍ 1 

散水機 ミナト電気工業株式会社 ＳＥＲ５０ 1 

動力噴霧機 株式会社クボタ ＫＢＳＡ－６５０ＣＥ 1 

動力噴霧機 株式会社マルナカ ＧＪ１８ＦＷ＋ＧＦＴ５０１ 1 

動力噴霧機 株式会社やまびこ ＲＶＨＣ６５０Ｗ／１２０Ｋ 1 

自脱型コンバイン 株式会社クボタ ＥＲ６１２０ＳＤ４ＭＳＱＰＦＷ－Ｃ 4 

自脱型コンバイン 株式会社クボタ ＥＲ５９０ＳＤ４ＭＳＱＰＦＷ－Ｃ 3 

自脱型コンバイン ヤンマー株式会社 ＡＧ６１００ＲＣＸＪＰＵ 1 

自脱型コンバイン ヤンマー株式会社 ＡＧ６１１４ＲＣＸＪＰＵＩ 1 

普通型コンバイン 株式会社クボタ ＥＲＨ４５０－ＣＧＳ 1 

普通型コンバイン 株式会社クボタ ＷＲＨ１０００Ｃ－２.１ 1 

乾燥機関係 金子農機株式会社 ＫＷＨ６００－Ｘ５ 1 

乾燥機関係 株式会社サタケ ＳＤＲ３０ＣＰＳ 1 

デッタレーキ 株式会社ＩＨＩスター ＭＧＨ－３１００ 1 

ヘイベーラー 株式会社タカキタ ＶＣ１１８２ＷＸＢ 1 

ベールラッパー 株式会社タカキタ ＷＭ１２７１Ａ 1 
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機種名 型 式 等 数量 

フロントローダー 株式会社クボタ ＳＲＬＨ９７－ＰＳＬ 1 

汎用トレーラ 株式会社サンワ ＭＨＴ－５５００ＴＷＧ 1 

汎用トレーラ 株式会社ＩＨＩスター ＴＭＴ５０２０Ｓ 2 

汎用トレーラ 株式会社ＩＨＩスター ＴＭＴ５０２０ＳＡ 2 

運搬車 株式会社筑水キャ二コム ＥＳ６３３Ｍ 1 

芝刈機 株式会社共栄社 ＬＭ１８５Ｂ 1 

芝切機 有限会社エムテック ＭＳＣ－５００Ａ 1 

集草機 初田拡徹機株式会社 ＨＭ－４０２ 1 

コンベア 光洋機械産業株式会社 ＫＭＣ１－３８Ｎ 1 

合 計 37 

 


